
 

船舶事故調査報告書 

平成２８年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１１月２７日 １２時００分ごろ 

発生場所 三重県鳥羽市神島南東方沖 

 神島灯台から真方位１２７°３.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３０.８′ 東経１３７°０２.６′） 

事故の概要 ＬＰＧタンカーSUMMIT
サ ミ ッ ト

 RIVER
リ バ ー

は、南東進中、また、漁船傳
でん

榮
えい

丸は、

えい
・ ・

網しながら南東進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２７年１２月７日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ ＬＰＧタンカー SUMMIT RIVER（パナマ共和国籍）、４６,０４６

トン 

   ９３６９４６１（ＩＭＯ番号）、WHALE LINE S.A. 

Ｂ 漁船 傳榮丸、１４トン 

   ＡＣ２－４２６４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 右舷船首部外板に亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａが、約９ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で南東進中、左舷船首方約０.５ＭのＢ船の船尾方を通過できる

と思い、Ｂ船がえい
・ ・

網をしていることに気付かず左転した。 

Ｂ船は、船長Ｂが、底引き網を引きながら約３kn の速力で南東進

中、Ａ船がＢ船の右舷側を通過するものと思い、えい
・ ・

網を続けた。 

分析 Ａ船は、船長Ａが、左転してＢ船の船尾方を通過できるものと思

い、見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船がえい
・ ・

網をして

いることに気付かず左転を行ったものと考えられる。 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船がＢ船の右舷側を通過するものと思い、Ａ

船に対する見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船に向けて

左転したことに気付かずにえい
・ ・

網を続けたものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船の船長Ａが、Ｂ船の船尾方を通過できるものと思

い、Ｂ船がえい
・ ・

網をしていることに気付かず左転し、また、Ｂ船の船

長Ｂが、Ａ船がＢ船の右舷側を通過するものと思い、えい
・ ・

網を続けた

ため、両船が衝突したものと考えられる。 



 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・漁ろうに従事している船舶の船尾方を通過する場合は、漁ろうに

従事している船舶の船尾の漁具を考慮して通過すること。 

 


